
【受講命令】 

・ 講習時間   ３時 間 

・ 講習手数料 6,150 円 

危険性の改善 

受講命令違反 

５万円以下の罰金 

受 講 

未受講 

令和 8 年 

５月号 
   緑ヶ丘ブロック交番だより 

緑ヶ丘交番 

昆 陽 交 番 
 

 

伊丹警察署 ☎ 072-771-0110 

 

【手 口】 
自宅電話や携帯電話で警察官をかたり、 

〇 テレビ電話で警察手帳を掲示。（取り調べをする） 

〇 押収口座にあなたの名義口座があった。 

〇 逮捕状も出ている。保釈金を支払えば逮捕しない。 

〇 あなたの口座の現金を確認する必要がある。 

等と嘘を言って口座に現金を振り込ませるものです。 

 
 

★ 特殊詐欺対策アプリ（警察庁）を裏面に掲載しています。活用してください。 

                      自転車を運転中に信号無視などの危険な交通違反を３年以内に２回以

上繰り返した 14 歳以上の者に対し、都道府県公安委員会が、交通事故防止のための講習を受けるよ

うに命令します。 受講命令に従わない場合は、５万円以下の罰金に処せられることがあります。 

【制度の対象者】 

・ 14 歳以上の者 

・ 信号無視等の危険行為で３年以内

に２回以上交通取締りを受けた者。 

※危険行為が原因で交通事故を起こした

者も対象に含まれる場合があります。 

 

このような電話があれば#9110 又は伊丹警察署（072－771－０110）へ相談してください。 

自転車運転者講習制度 

【令和 7 年中兵庫県下の自転車が第 1 当事者となる違反別人身事故件数】 

【防犯のポイント】 

〇 警察は SNS で連絡しません。 

〇 警察はテレビ電話で取り調べはしません。 

〇 お金の話が出れば詐欺です。 

〇 電話をきって、誰かに相談してください。 

自転車の交通指導取り締まりや啓発活
動を重点的に行う『自転車指導啓発重
点地区・路線の選定』 

ルールを守って
事故防止に努め
てください。
R  

 

　　年別 事故件数

違反別 令和7年

1,185
50
52

136
149
119

66
256

29
97

231

指定場所一時不停止

自 転 車 通 行 方 法

安 全 運 転 義 務 違 反

そ の 他 の 違 反

合 計

通 行 区 分

信 号 無 視

横 断 ・ 転 回 等

交 差 点 安 全 進 行

徐 行 場 所

優 先 通 行 妨 害

ちょっと待って！その警察官ホンモノですか 



 

　　

警察庁・ＳＯＳ４７  
特殊詐欺対策ページ 

ダウンロードはこちら 

伊 丹 警 察 署    ☎ 072-771-0110 
 

 偽アプリにご注意ください。 

 

使って詐欺防止
 


